第２回和光市産業振興計画策定委員会　議事録

日　時：平成22年8月4日（水）13：30～

場　所：和光市役所4階403会議室

出席者：郭洋春委員長、斎藤和康副委員長、宮原優委員、鳥井俊之委員、原田政雄委員、川曲幸生委員、生越満委員、北畑達也委員、山田智好委員

オブザーバー：古市宣好（和光理研インキュベーションプラザ）、佐々木一弘（建設部都市整備課）、斉藤定男（建設部道路安全課）

事務局：山﨑悟（市民環境部長）、金山豊司（市民環境部次長兼産業支援課長）、遠藤秀和（産業支援課課長補佐）、平川京子（産業支援課統括主査）、上原弘之（産業支援課主任）

コンサルタント：昭和株式会社（岡田洋・門井浩美・須田雄一郎）

欠席者：オブザーバー：結城浩一郎（企画部政策課）
１　開会

○事務局　初めに、埼玉県南西部地域振興センター副所長の武藤さまが8月1日付で異動になりましたので、後任の副所長の宮原優さまを委員に委嘱させていただきたいと思います。委嘱状は、市民環境部長から交付させていただきます。

○市民環境部長　委嘱状、宮原優さま、和光市産業振興計画策定委員会設置要綱第３条第１項の規定に基づき、和光市産業振興計画策定委員会委員を委嘱します。平成22年７月４日、和光市長・松本武洋。お願いいたします。

○事務局　よろしくお願いいたします。

　本日は、和光市情報公開条例によりまして、傍聴席を設けております。本日、ただ今３名の傍聴者でございます。

　それでは、ここで資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、まず次第でございます。次に、委員の皆さまに事前に郵送しました資料①としての本編でございます。次に、資料②といたしまして基本構想全体チャートとなっております。次に、資料③といたしまして、基本構想骨子案および参考資料となっています。それから、本日配布しました資料④といたしまして、委員の皆さまにお願いしたミニアンケートの回答でございます。その次に、第１回委員会の会議録となっております。それから、事業者意向と農業者意向の調査用紙がお手元に配布されています。以上でございますが、何か不足しているものがございましたらお知らせください。よろしいですか。

　それでは開会に先立ちまして、委員長のごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

２　委員長あいさつ
○委員長　こんにちは。本日はお世話さまでございます。本日は暑い中、またご多忙の折、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

　今日は、第２回目の和光市産業振興計画策定委員会でございます。前回は、和光市の産業振興計画の策定方針に基づきまして、様々なご協議をしていただきました。今回は、策定方針に基づき、事務局より作成していただきました基本構想(骨子案)につきまして、ご説明並びにご協議をしていただきたいと考えております。その際、それぞれの委員の立場から、あるいは立場を超えた様々な大局的な見地から、ぜひとも建設的なご議論をしていただければと考えております。特に、今回は、事前に産業振興計画策定に向けたミニアンケートを実施させていただいておりますので、その結果を踏まえて建設的な討論をぜひともお願いしたいと思います。

　また、今回の討論で大事なのは、異業種交流であると考えております。これは、国際経営の立場からすると、異文化経営、あるいは多文化経営と言われているもので、一見、様々に異なる価値観や意見が混在することによって、そこから、今まで想像も付かなかったような新しい価値観やシーズが生み出されてきているのが、今日の国際的な経営の在り方であります。このような観点から、ぜひとも委員の方々には、積極的なご意見・ご示唆をお願いしたいと思っております。簡単ではございますけれども、あいさつに代えさせていただきます。どうもありがとうございました。

○事務局　ありがとうございました。

　それでは、これ以降の議事につきましては、委員長に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

３　議事
○委員長　はい。それでは、３番の議事に入らせていただきます。

　議事に入る前に、お手元にございます第１回目の議事録につきまして、何かご意見・ご修正等ありますでしょうか。委員の方々には事前にお配りしてありますので、既に点検は受けておりますけれども、あらためて何かご意見・ご修正等ございましたら、この場でお願いいたします。特にございませんでしょうか。

　では、特にないということで、第１回目の議事録につきましては、配布された内容で確認させていただきたいと思います。

　それでは、早速議事に入らせていただきます。最初に、(１)業務スケジュールについて、続きまして(２)基本構想(骨子案)について、続けて事務局よりご説明をお願いいたします。

(1)業務スケジュールについて
○事務局　昭和株式会社の岡田と申します。それでは、資料に基づきましてご説明いたします。座って行いますのでご了承ください。

　まず、スケジュールにつきましては、資料①本編でございます。｢第２回策定委員会資料①・本編｣とある薄い冊子になりますが、１枚めくっていただきますと業務スケジュール(予定)というものがございます。基本的に、前回お示ししたものと変更はしておりませんが、本日8月4日の部分までを薄く灰色に着色して、ここまで来ているということをご確認いただければと思っております。今後、事業者および農業者に対するアンケート調査を実施しまして、それらの結果をフィードバックする形で、基本構想の案と、同時に進むべき課題の方策をまとめた実施計画の方向性につきまして、次回、第３回の委員会でお諮りさせていただきたいと思っております。その後、冬にかけて熟慮を重ね、年明けに素案を決定し、年度内に計画冊子案として印刷し、公表するスケジュールになっております。

　次のページは、今申し上げたものを作業項目上のフローチャートにした部分ですので、割愛させていただきます。

(2)基本構想(骨子案)について

　次の基本構想(骨子案)については、資料②と資料③という10種類の方を中心にご覧いただきたいと思います。１ページ目から55ページ目まで基本構想(骨子案)に整理した内容になっています。ただ、資料③の前半の基本構想の骨子案と言いましても、文章化を試みておりまして、最後の55ページ目をご覧いただくと施策のテーマの１から５まで段になっており、右側の四角囲みの部分が施策の方向性を示しております。ここの部分が基本構想の段階において文章化されてくると考えております。本日の時点では、皆さま方のご意見の伺い、あるいは事業所のアンケートも踏まえながら、この部分により和光市らしさを味付けし、ご提案したいということから、意図的にこの四角書きにとどめております。そのため、この部分の中身について、よりよいものになるようにご意見・ご指導いただければ幸いです。

　そして、１ページ目から55ページ目までの内容につきまして、別紙をご覧いただきたいと思います。｢策定委員会資料② 基本構想全体チャート｣という横長の大きなA3の用紙に、全体チャートとして取りまとめてあります。

　まず、序章としまして、「計画の策定に当たっての基本的事項」として、策定の背景や位置づけ、目標年次、構成といったものをまとめ、ここの部分にそのエッセンスを整理しております。資料③では、6ページ目からになります。

資料③では、8ページ目以降になりますが、「第１章．社会経済と産業構造変化の潮流｣になります。これは、和光市の独自性を発揮した施策推進の前提として、社会の潮流、あるいは産業にかかわる動向がどうなっているのかといったことを分野別にまとめたものとなっております。

　第２章で、「上位関連計画の概要｣とございます。政権交代等がありまして、国でもさまざまな成長戦略、あるいは産業関連の政策を押し出しておりますので、ここでは項目のみを示し、資料③には概要までを示しております。埼玉県、それから和光市自体で既に作成され、関連性が深いということを、この１から３に比較して示しているところです。

　第４章が「事業者・農業者と市民の意向」です。４の２の市民意識調査につきましては、第１回でご報告しましたように昨年度実施しておりまして、買い物、産業全般、工業に関して、ご覧のような特徴が出ているところです。事業者・農業者の意識調査については、現在発送の準備段階にあります。9月中旬ごろをめどに回収し、その後、入力・集計・分析し、次回の委員会に提示したいと考えております。そのため、この第４章の４の１は、現在のところ仮置きのまま次の課題に移っていますが、その前に「第３章．市の産業の現状」ということで、さまざまな紙データやインターネットデータ、あるいは市からの情報提供を基に、基礎的な概況、産業構造にかかわる概況、産業種別の現況として商業・製造業・農業、それぞれの状況をまとめています。産業に間接的にかかわるものとして文化的な資源に着目し、お祭り・イベント等の現況について整理しているのが３と４になります。３は、雇用政策も産業振興と密接にかかわりがありますので、雇用情勢にかかわる現状を取りまとめています。そのほか、既に市において取り組まれている施策はどのようなものがあるか、それらのうちの主立ったものを商業地域振興分野、中小企業・新産業創出分野、農業分野、雇用促進勤労者支援分野に分けまして、かぎかっこで例示をしています。これ以外に全く施策を推進していないということではなく、代表的なものを示しているというふうにとらえていただければと思います。

　以上の第１章から４章の結果をすべて踏まえて、第５章で「市の産業振興上の課題と将来目標」、５の１として振興上の課題を抽出しております。①から⑤に、現況の整理の方針等揃えまして、類型化をしています。まず、商業面では、地域商業の活性化は当然のことではありますが、やや補足的に考えますと、営業環境が厳しさを増している地域商業において、和光市では店舗集積は駅周辺のみの現状にあります。その他の部分にも飲食店など散在しております。それから、大規模店舗が必ずしも計画的ではなく、事業者の消費者ニーズに基づいて、散在している現状があります。そういう中で、特に、中小規模の商業経営者の方々に対しては、行政として、その経営を支援する振興策をさらに進める必要があります。それから、可能な限り、商業施設というのは、立地に当たってその望ましい姿があると考えられますので、計画的な規制・誘導も重要になります。それから、商業需要を高めるためには、住まわれる方・居住人口、それから訪れる方・来訪者を増やすこと、あるいは都市観光人口を増やしていくということや、地域資源を活用していくことなども重要になると課題認識としております。

　２番目が中小企業の振興です。中小企業振興に焦点を絞って課題を整理しますと、市内の企業の多くが中小事業者になる中、特に景気変動の影響を大きく受けやすいということがございます。従いまして、基本的には自主的な取り組みを強化していただくわけですが、行政による何らかの支援は必須であろうと思われます。経営や商業に対する財政的な支援は既に一部行われていますが、これらを継続し、ものによっては充実させていく努力、あるいは都市計画・都市開発と連動しながら、中小企業の振興を助けていく視点が求められるでしょう。既存の産業を守る視点、時代のニーズをとらえた業態の変換、あるいは、多様な産業への成長を促すという両方の視点が必要であろうという整理の仕方をしています。

　３番目が、新産業の育成です。大手自動車メーカーのホンダさんにメンバーになっていただいております。そのほか、理化学研究所のような特徴的な施設が立地しているにもかかわらず、全体としてベッドタウン的な色彩があり、やや産業活力に欠ける現状でございます。和光インキュベーションプラザという貴重な施設がありまして、創業支援が行われていますが、いわゆる一つの施設にとどまっていくきらいが否定できません。そのほかのインキュベーター、いわゆる産業のゆりかごと翻訳されますが、産業を育てる機能というものをインキュベーションプラザのみに担ってもらうのではなく、多様な方策を検討していくべきだろうということを書いております。

　それから、新産業を立地するに当たっては、空間の提供・創出も重要になり、インターチェンジ周辺での面整備の計画事業なども進んでおりますので、希望する方がいれば、あるいは望ましい機能があれば、そういうところに空間を提供していくことも重要になると認識しています。

　４番目が都市型農業の振興です。都市型農業というのは、いわゆる都市の発展を妨げる邪魔者扱いをされている面があり、しかも後継者不足などの問題にも直面されているという逆風がある一方で、環境問題への意識の高まりや、地産地消という価値観も新たに生じてきています。そうした中、市ではグリーンパーク、観光農園・市民農園等を既に農業経営者の方と協力して整備していますので、逆風と追い風の双方を考慮し、都市型農業の振興を図っていくことが必要だろうということを論点に書かれています。

　そして、５点目が、雇用の安定と勤労者の支援です。安定的な雇用を継続・促進するために、まず、現在非常に厳しい環境にある就労を支援すること、人材を育成することに大きく分けられるのではないかということです。長期的に、総合的な視点から産業の振興を図って、雇用全体のパイ(器)を拡大することが必要です。例えば、勤労者の生活を支援する、いわゆる福祉的側面というものも、結果として産業振興への貢献となるというとらえ方になるかと思います。ベッドタウンから、職住近接、職場と住宅が近接した都市構造に変えていくことで勤労者にとってもプラスになりますし、あるいは、市内の産業にとってもプラスになるというものを５点目の課題としております。

　次に、目標をどのように掲げるかですが、現在の素案時点では、①から⑤の課題に対応した形で、資料②では真横に矢印を出しまして、それぞれの目標とし、さらには、第６章の６の２の産業振興施策についても同様のテーマをとっております。総合計画や都市計画のマスタープランなどのようにキャッチフレーズのように定めていくことが多いですけれども、あえてそのようなものを全面的に打ち出すよりは、それぞれの分野別に何をやっていくべきなのか、あるいは、分野横断的に何をやっていくべきなのかということを、基本計画を通して打ち出していけたらなと考えております。

　そして施策の体系で、テーマ１、商業については、黄色い部分で具体的な方向性の例を示しています。これらは必ずしも整理しきったもの、あるいはすべてを網羅しきったものではない可能性もございますし、掲げても財政的な問題等から、必ずしも実現が簡単なものではないものもあるかと思いますので、取捨選択を今後検討していくための前提ととらえていただければと思います。商業につきましては、駅周辺商業地の育成を図る、大規模店舗の計画的な立地の規制優遇を図る、魅力ある飲食店街づくり、PRの強化、農との連携、情報共有化の支援などを図る、イベントの充実や定住交流人口の拡大による活性化を図るというふうにしております。

　テーマ２の中小企業については、事業者の経営支援、融資相談・情報提供などによる支援、人材育成の支援、職業訓練講習会、業態変更や集約立地の支援、振興のための体制の充実を挙げています。

　テーマ３の新産業創出にかかわりましては、インキュベーションプラザの活用とプラザ外での機能強化の展開、農商工の連携などによる和光ブランドの育成、そしてそのPR、研究所・大規模事業所の地域との連携、新産業立地のための誘致情報の提供や都市開発を具体例として挙げています。

　テーマ４の農業は、農地の保全、活用すべきところは活用する方針をまずは明確化し、その上で営農環境を強化するために担い手の育成や農地の効率的利用などを行政として支援する、農業体験の場と機会の拡大、食のブランドづくりを意識しているものです。

　テーマ５の雇用と勤労福祉については、ハローワークなどとの連携による就業相談、就業関連情報の提供、自己啓発と能力向上の機会提供、事業者への適切な雇用推進の啓発・要請、勤労者福祉の充実と就労環境の改善・促進を挙げています。

　そして、前後してしまいますが、これらをただ縦割り的に個別の振興を単独に進めていくだけでは、効果が必ずしも十分ではありませんので、横の連携、別軸の連携に向けた考え方が必要になります。６の１の基本理念に記述しておりますが、まず１点目に、各産業分野の横断的な連携と協働により取組むということを入れています。それから２点目は、時系列、タイムスパンを考えたときは、今何をしなければならないかという緊急対応的なものと、都市構造の改善のように長期的視点を持って改善するソフトの視点が必要だろうということです。そして、１番とも関係してきますが、都市政策、都市開発、福祉政策、その他環境政策など、さまざまな施策との総合的展開が結果として産業の振興につながるという視点を大切にしてはどうかということで、基本理念をまとめています。

　そして、一番右側に緑色に囲まれている実施計画編は、主に黄色い部分を本日いただいた意見等を基に、充実・精査して、その上でこの３年間で何ができるか、何をすべきなのかを実施計画として、模範として、次回にお示ししたいと考えています。

　少し時間が過ぎてしまいましたが、事務局からは以上です。

○委員長　ありがとうございました。ただ今、事務局のほうから、これまでやってきたこと、これから来年の３月までに何をするかというスケジュールの提案と、もう一つは産業振興にかかわる具体的な基本構想・骨子についての説明を受けました。この二つについて、何かご質問等ありますでしょうか。スケジュールの進め方や基本骨子に書いてあることでわかりづらいところ、あるいは、もう少し説明を加えてほしいという点がございましたら、どうぞご遠慮なくご質問・ご意見をいただければと思いますけれども、特によろしいでしょうか。

(3)ミニアンケートの結果について

　今回、基本構想についてご議論をしていただく前提としまして、委員の方々にミニアンケートを実施させていただきました。アンケートの結果につきまして、まず、事務局のほうから簡単な概略を報告していただき、その後、委員の方々から、このアンケートの中身についてのご意見をいただければと思います。

　では、事務局のほうから、まず概略説明をお願いいたします。

○事務局　資料の事前配布時に、ミニアンケートの用紙を同封させていただきまして、同時に電子メールでもご回答をお願いし、本日、資料④ミニアンケートの回答結果を冊子としてとじ、お手元に配布してあると思います。ご協力いただきまして、組織の性格からいって、県のほうからご意見をいただき、そのほかの委員の方がすべてご回答いただいて、それらをとじたものになります。これらの内容につきましては、○を囲んでいただいております。特に記述式の意見につきまして、それぞれのページの下段に欄を設けておりましたので、中にはこのあたりをご記入いただいておられる方々もおられます。この内容につきまして、誤解等があってはいけませんので、できましたら、ご記入いただいた委員の方に、作文も含めてお願いできたらと、事務局では考えております。

○委員長　ありがとうございました。お手元に、第２回策定委員会資料④ミニアンケートが本日配られているかと思いますけれども、こちらにご回答していただいた方には、ご意見をお一人ずつ賜れればと思っております。どのような点に留意したのか、あるいはどのような考えをお持ちなのかということを、お一人５分程度でご意見をいただければと思います。このアンケート用紙の順番に沿って指名させていただきます。トップは私なので外していただき、お二人目の鳥井委員のほうから、お願いいたします。

○鳥井　商業振興の在り方についてですが、大規模店舗の立地規制については、大規模店舗を必要とする人もいると思いますし、私なんかも大規模店舗に買い物に行きますので必要性もあると思います。ただ、そういうものが増えてしまうと、既存の商店の商売が難しくなると思いますので、どちらとも言えないと回答いたしました。

　商店街組織の立ち上げについては、実施すべきだと思います。行政からの融資等の支援の充実、イベントのさらなる充実、商業関連情報の広報やＰＲの充実、電子マネー決済や地域通貨などの新しい取り組み、多様な組織との連携、このあたりについてはすべて実施すべきであると考えております。

　中小企業振興や新産業創出の在り方については、特定分野への施策の重点化・集中化に関して、特定の分野で経営を重点的に進めていくのもどうかと思いますので、どちらとも言えないと考えております。

　異業種間の連携による取り組みの強化、環境ビジネス・福祉ビジネス等の新しい産業の振興、和光市ならではのブランドの発掘・確立、情報通信技術を活用した取り組み、関連イベントの充実による活性化支援などは、すべて実施すべきであると考えております。

　人材の育成・確保と就業環境の改善について、人材育成・確保は実施すべきであると思いますが、就業環境の改善については、今現在の就業環境がよくわからないのでどちらとも言えないと回答しています。

　行政が積極的にかかわるべきか、民間の取り組みを支援することに集中すべきか、ということについても、民間の取り組みを行政が支援するのが望ましいのではないかと思いますが、行政ももっと積極的にかかわっていただかないと進められないと思いますので、どちらとも言えないと回答しました。

　農業振興施策の在り方についてですが、まず、農産物直売所の充実やネットワーク化の支援は、現在、JAあさか野和光支店で農産物の直売所や、和光市庁舎で月に一度木曜市を実施されていますが、今のところどちらも好評だと思いますので、今後も充実・ネットワーク化、支援を実施すべきであると考えております。

　農業基盤整備の推進については、農道や排水施設の整備、区画形状の改善等、ある程度の整備はできているところが多いと思いますので、どちらとも言えないと考えております。

　市民農園・観光農園としての業務促進・充実支援についても、今まで市民農園や観光農園をご利用いただいていると思いますので、今後も実施すべきであると考えております。

　農業者相互の情報の共有化等の支援については、農業者の中には高齢の方もいて、なかなか情報が共有されない部分もあると思います。行政やJAさんを通じて、情報がうまく共有されればいいと思いますので、実施すべきであると考えます。

　農産物の市内外への情報発信・PRについては、今まで直売所や観光農園等の宣伝などはやっていると思いますが、農産物のPRというものをされていなかったように思いますので、もう少し踏み込んで実施していただければと思います。

　和光産の農産物ブランドの発掘・確立については、現時点で和光市の特産というものがありませんので、ぜひ実施すべきだと考えております。

　営農者と他の組織との連携・協働の支援については、私ども農業者だけでは販売や農産物のPR等、うまくできない点もございますので、実施すべきであると考えております。

　農業関連イベントの充実による活性化支援についても、直売所で定期的にお祭りのようなことを行い、市民祭りと合同に農業祭も行っておりますが、イベントとしては少ないのではないかと思いますので、もう少し支援のほうも実施すべきであると考えます。

　農業関連の後継者や人材の育成・確保については、私も所属しております後継者クラブに対して、役所・行政のほうからもかなり支援していただいておりますので、今までどおり実施していただきたいと考えます。

　制度融資等の経済的支援の充実に関しても、 補助金等の支給は今までどおり実施していただきたいと考えております。

　 (２)のほうで、援農ボランティア制度や農業経営を改善しようとする農業者への補助金支給など、農業者への新しい制度が確立されていると思います。援農ボランティア制度は、まだ始まったばかりのほかの市にはない新しい制度であると思いますし、ボランティアとして登録されている方が和光市以外にもいるということで、農業者の高齢化が進んでいく中で、今ボランティアの人にお手伝いしていただけるというのは、本当にいい制度だと思います。ただ、残念なのは、あまり農業者の皆さんにうまく広まっていない点がありますので、その辺をうまく広報・PRしていただいて、利用していただけたらと考えております。

　遊休農地を活用するためにはどうしたらいいかということですが、私が野菜を作っている畑の近くにも遊休農地が多くあります。今は、家庭菜園をされている方が多くいて、農地をもっと拡大したいと考えている人も多いです。遊休農地の所有者と家庭菜園をやっている方との仲介を行政のほうでしていただけたら、その辺の貸し借りがうまくいくのではないかと思いまして書かせていただきました。

○委員長　ありがとうございました。続きまして、斉藤副委員長のほうからお願いします。

○副委員長　産業振興にかかわる基本構想ということで、テーマ１の商業のところに、商業地の育成と書いてありました。ただ、全般的に言えることなのですが、では、いつまでに何をするのかという具体策がほとんど見えません。ここに書いてあるとおり、駅前通りのリニューアル化ということで今工事中でございますが、あれは電線の地中化ということで、たぶん１～２年後ぐらい、24年度には完成し、そのとき副都心線が横浜までつながるのではないかと言われています。商工会がちょうど施行50周年を迎える年でもありますし、これを一つにすれば、一大イベントができるのではないかと思います。それから、例えば、その後の話として、横浜ブランドを和光に持ってきて、お祭りのとき和光で売るということも、これから先につながっていくのではないかなと思います。このように具体的なアイデアを示していただかないと、抽象論ばかりではわかりません。

　駅前のリニューアルにも関連しますが、街灯をなぜLED照明にしないのかという話を役所にしているのですが、予算的な問題なのか、耐久性の問題なのか、なかなか動いてくれません。例えば、ホンダさんの太陽光発電を駅前のビルの屋上に設置していただいてその電気を照明に使うとか、もっと新しいことにチャレンジしてみたらどうでしょうか。せっかく、ホンダさんが和光で一生懸命お仕事をされているのですから、公共施設の太陽光発電は性能がいいから京セラにというのではなく、ホンダさんの太陽光発電を使って、一緒になって和光市を盛り上げていくというようなことを具体的に考えたほうがいいのではないかと思います。

　中小企業振興・新産業創出の在り方についても、産業振興計画で、何をするのかというのがよく見えないというのが正直なところです。｢現行体制では全体振興計画もなく、予算的措置も乏しく、役割分担もやれていない、一貫性に欠ける｣というのは、商工会にあれとあれをやれと言うなら、ある程度の予算を付けるとか、そういうことまで考えていただく必要があるということです。そうでないと、誰が旗揚げをやっているのかよくわかりません。なんとか計画を作って、皆さんがこういう立派なものを作って、これはあくまでもたたき台ですよね。何年後にどんな町にしたいか、どんなことをしたいのか、商工会は何をするのかということを、もっと具体的に言ってもらいたいです。行政と商工会がやれることを、もっともっと一緒になってやっていきたいと思うのです。そのためには、何をやるにしてもお金が掛かってきますから、ご理解いただければなと思います。この町の産業振興、10年後にこうしたいというのを具体的に何か見つけ出していきたいと考えています。

　農業振興政策については、商工会としても、今年度事業として農商工連携を進めています。委員長には郭先生になっていただいて、動き出したところでございます。先日も研修会を行いましたところ、40人ぐらいの方にご参加いただきました。その中に、研有会といいまして、地元の農家をやっておられる若い方たちが10人近く参加していただきました。そのほかに、一般の方、大学の先生、あるいは専門的な方、いろんな方に参加していただきました。その中で、とうふ工房の渡邉先生に自分のお話をしていただきました。その話が、非常に研有会の人たちには受けがよかったように感じています。農家の人たちに作付けをお願いしたらそれを全部買い取るとか、価格は一緒になって決めるとか、具体的な話が出ていたからです。これからは、農商工連携をやっていくに当たり、行政の力が本当に必要になってくるのではないかと思います。例えば、今までの農地が別のやり方に変えたときに同じように税制面で優遇されるのかどうか、それが節税になったり相続対策になったりしますので、そういうところまで考えていただかないとなかなか現状のままで一緒にやろうと言っても、なかなかできるものではないなと考えています。動き始めないと何もなりません。会議だけやっていても始まらないと思いますから、私どもはできるだけ具体的なものを提案しながら、協働していけばいいのかなと思っています。

○委員長　ありがとうございました。続きまして、原田委員、よろしくお願いいたします。

○原田　駅周辺の商業の活性化についてですが、和光の駅は、東上線が池袋から常時走っていますが、恐らく地下鉄と東上線を乗り換える乗降客数は、池袋の２番目か３番目ぐらい多いと思います。北口の区画整理をした記念に駅ビルを考えられたらどうでしょうか。今残って商業をやっている人、入りたい人は和光の人を入れてもらうわけです。駅の周辺は飲み屋さんばかりで、買い物は、イトーヨーカドーまで行かないとありません。駅から降りて、イトーヨーカドーまで買いに行って、また電車に乗ってという人は少ないと思います。駅ビルを造れば、和光がすごい商業都市になるのではないでしょうか。

　工業関係につきましては、埼玉県の振興公社が、上海にSBSCというビジネスサポートセンターをつくったそうです。これは、埼玉県の中小企業が中国に出やすいように、出たときにいろんなサポートをくれるそうです。中小企業が中国へ行って仕事をしたら、日本の空洞化がより進んでしまいますし、様々なリスクがあり、中小企業に中国へ行くほどの力はないわけです。和光市から県や国に中小企業はそんなことを望んでいないと言っていただきたいと思います。逆に、中国や韓国などの新興国の商社を紹介してもらえれば、リスクは商社が引き受けるわけです。商社にお願いして中国や韓国へ行って日本市をやってもらうのはどうでしょうか。取引は、それぞれの国の商社にやってもらい、日本の通産省か、あるいは県などとうまくタイアップして、そういう中小企業を助ける制度を作っていただきたいと思います。

　和光市には、ホンダさん、理研さんがおられます。理研さんにお願いして、和光らしいブランドをつくっていただきたいです。例えば、仁科蔵王もいい例です。農産物はなかなか難しいと言いますが、花は割と簡単にできるそうですね。和光の花はサツキですが、サツキにこんな色の花があったらいいなというものがあれば、それをお願いしたらどうでしょうか。理研さんにどんなものを作りたいかということを伝えて、原種に近いものを持っていけばやってくれるそうですよ。
　ホンダさんにつきましては、アシモ (ASIMO)は和光で誕生したものだから、ほっとく手はありません。あれを駅前に飾ってもらい、受付をやってもらえると一番いいのですが、ソフトが大変ならば｢いらっしゃい｣と言ってもらうだけでも結構だと思います。今は、女の人が２人で受付をやっていますが、ソフトさえあれすれば、アシモでもある程度はできるはずですよ。実際にホンダさんの受付をやっているのですから。

　ブランドづくりは理研さんですね。理研の研究者が来やすいような施策を和光もしなければならないと思います。日本は10年住まないと居住権が取れないくらい厳しいようですが、ほかの国では２～３年で取れるそうです。研究者が日本に来るとき、奥さんと子どもしか連れてこられませんが、ほかの国では一家そろって行けるそうです。他国のほうは規制が楽なので、いい研究者は、シンガポールや香港に多数行くそうです。和光市は、インターナショナルスクールもありません。研究者が子どもを連れてきても学校がありません。以前、インターナショナルスクールができるような話がありましたが、その後進んでいないようです。絶対に進めてもらいたいと思います。いい研究者に和光や理研に来てもらえるような、そしていい開発をしてもらえるような施策を取ってもらいたいなと思います。勝手なことを言いましたが、一応その程度にしておきます。

○委員長　ありがとうございました。続きまして、川曲委員、お願いします。

○川曲　商業振興の在り方についてですが、大規模店舗の立地規制については地域によって異なると思うので、どちらとも言えないと答えました。商店街組織の立ち上げも、大店舗関係もありますので、どちらとも言えないというほうに丸を付けました。

　ほかは商業振興ですので、いろいろ充実させて実施すべきだと書きました。

　駅前通りのリニューアル計画について、せっかくいいものがありますので、商工会じゃなくて、和光市が駅前をどうしたいのか、もっと打ち出してほしいです。駅の南口は、チェーン展開した飲み屋さんと塾が多く、夜になると、おじさんと小学生・中学生が行き交う典型的な街になってきていますので、もう少しカラーを変えてほしいです。北口の区画整理が始まっているので、北口をどうするのか、和光市のビジョンはまだ見えてきません。駅前のネオンで目が痛いという声もあるので、ある程度規制して、せめて駅前だけでもきれいにして、市のまちづくりのビジョンを見せていくべきだと思います。ハード面であるまちづくりについては市にリーダーシップを取っていただいて、商工会はソフト面でお手伝いできればなと思います。

　中小企業振興や産業創出支援の在り方については、みんな実施すべきであると考えております。ただ、市のほうも、やろうとおっしゃっているかもしれませんが、それに対しての予算措置も取っていません。そうすると何も動いていかないと思います。今、策定委員会が一生懸命頑張って、ある程度道筋を付けて動いていかなければいけないという気持ちですので、そういう形で挙げさせていただきました。

　農業振興ですが、頑張って作付けしている農家の方もおられます。ただ、和光の農家の方々の高齢化が進んでいるので、どんどん遊休農地が増え、農業も壊滅的な状態になるのではないでしょうか。商工会では、農商工連携ということで、郭委員長を迎えて都市型農業を推進しています。行政には、これにもっと絡んでいただいて、進めていただきたいと思います。理研さんなどとも連携して、植物工場という形の自給体制、それを造ることによって周囲の中小企業の振興、新産業の創出という形にもなりますし、雇用環境も出てくると思います。こういうのは、空いている土地があるうちにやったほうがいいと思います。市のほうは、先を見て動いてある程度確保していかなければならないと思います。

○委員長　ありがとうございました。続きまして、生越委員よろしくお願いします。

○生越　問２の(２)にまとめて、私が思ったことを二つの観点で書いてみました。

一つ目に、非常に楽観的な考え方ですが、和光市の特徴を考えると、少子高齢化が当面先だということは、何もしなくてもいいということではありませんが、ほっておいても産業は振興していくのではないかと思いました。日本全体がどうにかなってしまったらしょうがないのですが、ほかの周辺の市町村に比べて、非常に優位な立場にあると思います。産業が振興すれば人が増えていきます。ですから、何かをしなければいけないというよりは、人が集まるということについて何か手助けできればいいかなと感じました。

　二つ目は、和光市の特長を生かした、より人を集めるためにどうしたらいいかということを主観に置いた施策をやっていただきたいです。人に住んでもらうために住宅をもっと誘致して、外国人が多いということであればインターナショナルスクールをつくるべきだと思います。若い働く世代をどんどん増やしていきます。周りの市から人を集めるために、自動車で来られるような大型店舗を誘致するのもいいと思います。

　農業についても、個々は小規模なので、普通に生産していたら大規模農家には勝てないかもしれませんが、地産地消を推進することで、少し高いけれども自分のところで消費したくなるような商品を栽培し、体験型農家などで人を集める活動をしてみたらどうかと思いました。

　商業振興の在り方の最初のところに｢大規模店舗の立地規制｣とありますが、立地規制は実施すべきではありません。そういった形で、いかに人を集めるかということを考えたほうがいいと思います。

　もう１点は、私が理研ということもありますけれども、理研をいかに活用するかを考えるべきだと思います。理研は、年間で大体1,000億ぐらいの予算が国からありまして、和光キャンパスに来るお金は数百億です。和光市の財政にほぼ匹敵するぐらいの予算が来て、いろんなところに出ていっているので、そのお金をいかにして市の中で循環させるかということを考えることも大事かなと思います。理研をお客として、技術だけではなくて、お金をいかに引き出すかということを考えた商業や工業の展開をしていくべきだと思います。ただし、高額なものは競争入札になりますが、少額のものについては、いわゆる随意契約になりますので、個々の研究内容や、今必要としていることがわかり、それにすぐ対応できるようなメーカーを積極的に誘致していったらどうかと思いました。

　もう一つの観点は、理研の研究者は任期制の方が多く、３年か５年たつと次のポストを探して動かないといけないそうです。特に20代から30代前半の若い人が多いので、次に探すところと言えば、大学だったり、ほかの研究機関だったりということで、地元の企業で研究開発をしてもらうとか、就職してもらうとか、理研を辞めても和光市にとどまるような施策を考えていただきたいです。

　あとは、ベンチャーの育成です。既に、和光理研インキュベーションプラザを開設して援助をいただいています。しかし、インキュベーションプラザを出た後の次の事業を考えると、例えば、北インターの近くで検討されています工業団地の中にポスト・インキュベーション施設をつくり、第二段階の企業を育成するとか、地元の銀行との提携で最小の融資を有利な条件で受けられるといった施策をつくるとか、研究者にもっとベンチャーをつくってみようという気を起こさせるために、ベンチャーを興してから上場するまでの、モデルケースをつくる必要があると思います。理研の技術を活用するというよりは、理研に入ってくるお金をいかに和光にとどめるか、理研の人をいかに和光にとどめるかといった考え方で施策を作るべきだと思っています。

○委員長　ありがとうございました。続きまして、北畑委員お願いいたします。

○北畑　私もこの資料を読んだとき、最初、非常に不安要素を感じました。ただ、和光を見てみると、環境面がよく、ほかにないような名所がたくさんあります。また、交通アクセスを考えても非常にいい立地だと思いますので、そういういいところを生かす施策を考えていくべきではないかと感じました。

　もう一つは、この商業、あるいは中小企業の新しい産業・農業のお客さんは、まずは市民の方だと思います。やはり、何か物を買ってもらう、あるいは使ってもらって初めて施策は成功だと思いますので、やはり市民の方が望んでいることを一番に考え、市民の方に合わせた目線で施策を考えていくべきではないかと思いました。

　最後に、基本構想の３番目の右側に、「企業と地域との連携」がありますけれども、私どもホンダも、地域の皆さんがあってこその企業だと思っておりますので、会合・イベント共催などは積極的にやっていきたいなと考えております。

○委員長　ありがとうございました。続きまして、山田委員お願いいたします。

○山田　農業基盤整備の推進について述べさせていただきます。

　今、和光市の市街化調整区域の中、新倉に和光北インター地区の区画整理が始まっております。これはもう、市街化区域に編入しているわけです。産業関連施設ができる予定で、和光市の産業の拠点になると思います。坂下改良区につきましては、これは本当に農業基盤整備、耕地整理を行いまして、優良農地として今立派に農作物が作られているということです。下新倉地区につきましては、産業廃棄物の中継地点、残土処理、資材置き場、駐車場、工場、そして農地があります。もともとは全体農地でしたけども、そんな土地が混在していて、あそこを通る人はどう思うかなといつも思っています。まずは、下新倉の市街化調整区域を何とか位置づけ、整備を早急に進めていただくことを、私はお願いしたいということです。

○委員長　はい、ありがとうございました。宮原委員は、今のご意見と関連しますけれども、何かありますでしょうか。
○宮原　私は、ここに赴任する前は県庁の交通政策課で、鉄道やバスの整備を担当していました。副都心線が横浜まで整備されて、今のところ、予定でいくと、平成24年度に相互直通運転が始まる予定で話が進められております。相互直通運転が始まると、埼玉県から横浜まで乗り換えなしで行けるようになりますので、埼玉県民が非常に便利だなという意識を持ってしまい、横浜に行ってしまう可能性があります。逆に、神奈川県民が、横浜でなく、違うところに行ってみたいという意識になると、そのまま乗って川越駅に行けるのであれば、埼玉のほうに入ってくるわけですね。幸い和光市は、地下鉄から地上に上がって最初の駅なので、パッと心が解放されて、どんな町なのか、期待を込めて見るのではないかなと思うのです。和光市に関心を持ってもらえるまちづくりをしていく上で、何を市のエネルギーにするかというのが、今回のこの産業振興計画を策定する上でもキーになっている気がします。そういう大きな転機はそうそうないので、ぜひこの機会を生かして、その辺を計画の中に盛り込んで、うまく生かせていけたらいいのではないかと思います。

○委員長　ありがとうございました。すべての委員からアンケート結果に対してのコメントをいただきました。一つだけ、アンケートの結果で、この商業活性化の最初の大規模店舗の立地規制につきまして、答えていただいた８人の委員のうち、実に７人が「どちらとも言えない」という非常に特徴的な結果が出ております。これをどのように理解するかということを、事務局のほうでさらなる分析をしていただくとか、それぞれの委員の間で、これをどうとらえるかということについて議論をしていただければと思います。そういった結果が出たということは、和光市に新しい産業計画を考えていく上で一つの示唆を示しているのかなと感じております。

　それぞれの委員の方々から具体的な提案も出ておりましたので、これからフリーディスカッションという形で、第３回委員会、あるいは今後の和光市の産業振興計画についても、具体的なご提案をしていただければと思います。

　現在の和光市とはどういう市なのかを考えると、大きく三つあると思います。地理的な条件が他の都市と比べると非常に特徴的です。日本でも有数の大都市である池袋まで10分足らずで行くことができます。さらに、和光市駅は、三つの大きな鉄道の乗り換えのターミナルになっています。多くの乗降客が利用するということを考えると、ほかの都市にはない特徴だと思います。ただ、多くの人たちがスルーして池袋、あるいは川越に行くということも考えられるわけです。メリットにもデメリットにもなりかねない、地理的な状況を持っています。

　二つ目は産業の構成ですが、都市圏であるにもかかわらず、まず農業が産業構造の中でそれなりの割合を持っています。もう一方で、商業がそれなりに栄えています。いわゆる製造業、工業もちゃんとあるわけです。こういう都市というのは、日本のさまざまな地方自治体を見てみても、実はあまりありません。和光市の場合は、産業構造のバランスが取れています。1950年代から60年代の、日本がダイナミックに経済成長しているときの産業構造がまさにこれに当たり、そのころの日本の縮図が和光市にまだ存在しているのかなと思われます。ただ、今のバランスのいい産業構造が今後どのように変わってしまうのか、あるいは、そのバランスを保てるのかという分岐点に来ているのではないかと思います。これをいかに活かしていくのか、別の言い方をするならば、いかようにも産業構造を変えることができる柔軟性が、あるのではないでしょうか。

　三つ目は人口構成です。和光市の人口構成は非常に若く、大体30代後半ぐらいが一番多い世代です。これは、地方に行けば行くほど高齢者が多い人口構成ですので、それに比べると非常に若いです。つまり、若いということは、活力を大いに伸ばすことができるし、活かすことができるというメリットがあります。逆に、より魅力的な地域がほかにあれば、そちらに流れてしまうかもしれません。和光市は、地理的な条件、産業構造、人口構成のどれもが非常に特徴的である一方で、これをうまく生かさないと逆にデメリットになってしまうわけです。そういった意味で言うならば、今回、こういった産業振興政策を立てることは、これからの10年後、20年後の和光市の将来を考える上で非常に重要な時期に立っているのではないかなと思います。

　そのときに、問題を解決していくやり方が、和光市やそれぞれの地域が持っている特色・特長を生かしながらデメリットをなくしていくのか、メリットを伸ばしていくのか、いずれを取るかは皆さん方のご意見によるところ、あるいは事務局がどこにその焦点を絞って産業振興を考えていくかで決まっていくのではと思います。

　さらに、安心・安全ということで、多くの地方が一生懸命、さまざまな政策・施策を考えてきました。しかし、安心・安全だけでは将来ビジョンが語れないわけです。ここに、もう一つ「安定」が必要です。要は、安定した地域をつくっていくことが、10年後、20年後まで発展した地域をつくっていく上で非常に重要ではないかなと思います。商業者、農業者、工業者がそれぞれ行政を中心として一つにまとまっていくことによって、新しい産業政策を出していくきっかけに今回の委員会はなっているのではないかなと、皆さんの意見を伺いながら思った次第です。今言ったような観点を含めまして、委員の方々の意見に対する意見・質問、あるいは行政に対する要望・意見等々でも構いませんけれども、何かございましたら、よろしくお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

○原田　工業団地ができ、経済の状態が大きく変わってきましたので、もし空きスペースができて、市外から募集するような形になった場合には、ぜひ新産業の人に来てもらいたいです。これから栄えていくような産業をお願いしたいと思います。スマートグリッドとか、電池とか、LEDとか、これから栄えていく産業を誘致してもらいたいのが一つです。

　それから、理研さんに和光市内にも何かいいものがあったら、市内の業者にやらせていただきたいと思います。

　農商工連携の事業については、ぜひ市にスペースを提供してもらいたいです。スペースの提供については、５章の第３に｢新産業立地可能な空間の提供｣とあります。これをぜひ生かしてもらって、農商工連携がうまくいったときには、ぜひともスペースを何とかしてもらいたいと思います。

○委員長　理研さんに対して、期待が大きい意見が先ほどから出ていますが、理研さんのほうから、市とか商業者・農業者に対して、こういうことをしてくれないと協力できませんよとか、こういうことをすれば協力できますよという逆のご要望はございませんか。

○生越　理研は国の研究機関ですので、全国から要望があれば受けます。しかし、和光市に特化して何かをすることは、非常にやりにくいかと思います。逆に、こういうことをやってほしい、こういうことを一緒にしたいという要望は断る理由もないので、ぜひ積極的にアプローチをしてほしいと思います。

　仁科蔵王という黄色い桜でしたり、最近は秋に咲く桜ということで、放射線で遺伝子を壊して、何が出てくるかわかりませんが、何か出てきたものを選別して、さらにそれを育てるということをしています。非常に息の長い開発ではあるのですが、そういったところの成果が出てきています。全国からも、こういうのをやってほしい、試してほしいというのがいろいろと来ていますので、ぜひ和光市の特徴あるサツキですとか、そういったものを持ち込んでいただければ、それはやっていきたいなと思います。

　もし可能であれば、市や県も含めて理研に対するアプローチをサポートするような施策ができないか、そこは検討していただければと思います。

○委員長　理研はまさに国の研究機関で、しかも世界に冠たる研究機関です。それが存在している市というのは、日本では数えるぐらいしかありません。これを生かさない手はないだろうと普通は思うわけです。要するにいい意味で利用しない手はないなと痛感します。

　もう一方で、市に対してもかなり強い期待感があり、先ほどから幾つかの要望がありましたけれども、その点について今の段階でコメントはありますか。

○事務局　先ほど、理研さんの話にも出たサツキは、市のサツキの会みたいなところが理研さんに行って、依頼した経歴は実際にあります。芽が出ているかどうか存じませんが、長い目で見ているところです。市のほうも、インキュベーションプラザで、ベンチャー企業、市と県と理研さんでやっています。

　それから、規制緩和になりましたので、市と埼玉県が外国人の研究を受け入れやすいような形にしています。市のほうも、今まで産業という形で、主に商工になかなか力を入れてこなかったという反省点がございます。この前も市民企業ということで、企業の方も和光市民としていろんなことに参加してもらって、どんどんPRして、今いろんなことを研究し始めたところです。

　具体的に、すぐに市が取り組めるものについては、この場ではお話しできませんが、一つの基本構想を立てた中で、３年の実施計画がサイクルで行われている中で市の予算等も勘案しながら、できるものについてはこの中でいろいろご意見をいただきながら、よいものを作り上げていければなと感じています。

○委員長　ほかの委員の方、何かご意見ありますでしょうか。

○山田　先ほどお話しした下新倉の調整区域について、市のほうではどんな対応をしていますか。

○事務局　市街化調整区域の農地関係につきましては、いろいろ法律が変わりましたので、改良区については、もうほとんど開発ができないような農地の保全という形で、市民農園にしていただています。下新倉につきましては、農業委員会の農地を取った中で開発はされているのですが、産業廃棄物や、水道道路を通ると建物みたいなものが建ち、非常に環境的には醜い状況です。市長も代わりましたので、この辺については何らかの対応をしていかなくてはなりません。逆に、農地法について、そこまでは解明できないところもありますので、調整区域であれば開発を抑えるという区域になっていて、農地を守っていく緑を残していくという形で、地権者の方にご努力いただくしかないと思っています。

○委員長　農商工連携という形で商工会が新しい地域力連携を行うという話がありましたが、先ほど市のほうからは、商工連携という話で、商工会のほうが農を入れたということで、農商工連携をしていこうと考えた理由、そういうふうにしていかなければいけないと思っている理由をもう少し詳しく説明していただけますか。

○副委員長　まず、商業のほうで、企業市民認定制度に、ホンダさんも含めて110社から申し込みがあり、皆さん認定していただきました。昔は、商売をやらせていただくに当たって、地域に貢献するのは当たり前でしたので、店の前の掃き掃除をし、地域でお祭りがあれば協力していました。ところが、チェーン店やコンビニなどが増えてきますと、みんなアルバイトの人たちだから、掃除もしなければ地域のお祭りにも参加しません。防犯運動・防災活動にすら協力しなくなりました。これでいいのかということで、商工会と市で話を進めていった結果、今回初めて企業市民認定制度を立ち上げることができました。今後、細かいところを煮詰めていって、例えば、建設部会であるとか、一般競争入札での総合評価の中の課税対象に持っていっていただければありがたいなと思っています。

　もう一つは、農業との連携でございます。和光市というのは、立地的に恵まれています。農業も商業も工業もあります。理研とホンダがあります。埼玉県で戸田市の次に若い町です。メリットもデメリットにもなるわけですね。この委員会が今後何をやっていくかを考えたときに、和光の中にメリットがたくさんあると思います。それが、われわれが取り組んだ地域力連携だと思うのです。和光の持っている資源をもっと使うことで新しい産業を生み出し、同時に雇用も生み出すことができます。また商工会の発展にもつながります。

　それから、和光の人が横浜に行きやすくなるのではなくて、横浜の人が和光に来てくれるというふうに考えるのです。だからこそ、24年度に開通したときには、横浜の竜を持ってくるなど一大イベントをして、よその町の人に来てもらうことで購買力が増加すると考えています。メリットをうまく強調してまちづくりを行えばいいのではないかなと思います。

　しかし、企業市民だけでは、まだインパクトが足りません。そこで、早稲田でやっているアトム通貨を、来年の４月から商工会で導入しようかなと考えています。これは、環境、教育、福祉、いろんなところで活用できます。アトム通貨を扱うお店はみんな商工会の会員ですので、商工会に入っていないとアトム通貨が使えないということになると、加入勧奨にもつながってくるのではないかと考えています。和光市商工会の置かれている現状を少しでもよくするために、うまくこの委員会を利用しようかなと思っています。

○委員長　ありがとうございました。ほかの委員の方いかがでしょうか。ホンダさんは、和光市に研究所・本社を置こうとした理由は何かございますか。

○北畑　本社・研究所を置こうとしたのではなく、元々工場が大和町にありましたので、青山にある本社が手狭になったこと、研究所も狭くなったということで一部こちらへ来たということです。その辺の進出の理由は、私も強くつかんでいません。

○委員長　和光にあることは、それほど不便ではありませんよね。

○北畑　ものすごく便利ですね。例えば、外から出張して来る人にとっては来やすいようです。逆に、便がいいから、とどまらずに都心に帰っていく。ほとんどの人が和光以外で飲食して、宿泊します。

○委員長　近いがゆえに、スルーします。

○北畑　ここの従業員が住むのは少ないですね。そこがやはりデメリットですね。

○委員長　では、帰らせる前にどうつかまえるかというのも、商業的に必要ですね。

○北畑　そうですね。

○委員長　理研さんでは、出張者はどうですか。

○生越　まず泊まっていないですね。

○委員長　多くの方が、ここで働いているにもかかわらず、夜になるとそれぞれ別の地域に行ってしまう。昼はメリット、夜はデメリットですね。

○生越　もったいないですよね。

○委員長　今後10年後、20年後に、そういった人たちが定住してもらえるにはどうすればいいかということですね。そのための商業化、工業化、農業化ということが、必要になってくるのかなと思います。

　さて、ほかの委員の方どうでしょうか。ご自由にご意見をいただければと思います。宮原委員、川曲委員いかがですか。

○川曲　宿泊ができ、来た人がとどまれるような、駅ビルというのも一つの案だと思います。あと、北口の目途がたつと、北と南の連携でうまい具合にまちづくりができるかもしれません。車との兼ね合いもうまくできればと思います。

　若い人が多くいるので、安い住宅を市から提供できれば定住してくれて、そういう面に対する産業もまた生まれてきます。だから、産業振興というテーマは、すごく重要な面があると思います。

○委員長　宮原委員はどうですか。

○宮原　私は志木市で生まれ育って50年ぐらいですが、志木というと、以前は東武東上線で急行が止まって、和光市は通過駅でしかなく、志木の次は成増という感じでした。朝霞台や和光市はいつの間にか志木を超えてしまって、乗降客数も志木を超える大きな駅になりました。言い換えてみると、志木市は急行が止まる非常に地理的に恵まれ、何も手を打たなくても人が住んでくれる町だったのかなという気がします。何もしなかった結果、今では志木はどんどん衰退していき、後から交通の便がよくなった朝霞台や和光市は、まちづくりをうまくやってきているのでたくさん人が住んでいるし、活気ある町になってきています。そういう中で、産業振興計画を作るに当たっては、和光市をどうしていきたいのかが市民の皆さんにわかるような、大きなテーマ的なものを打ち出して策定していくのかなという気がします。とにかく今のままだとイメージが弱い気がしますので、その辺を今後検討させていただいたらいいかなと思います。

○委員長　今、委員の方々からさまざまなご意見をいただきましたけれども、出てきましたのは、働けて、遊べて、住めるような場として、和光市が新しい産業をつくっていくことが大事です。その際、農業、工業、商業、あらゆる産業を加味しながら、新しい産業政策を作っていくことが大事だろうという意見が、委員の方々の共通した認識ではなかったかと思います。

　それが、今日事務局に作っていただいた基本構想の一番右側の黄色い部分に、挙げられていますが、今後これらを一つに通底するような大きな基本理念、和光市はこれだとすぐに思い浮かぶような特色・キャッチフレーズみたいなものを含めて、第３回委員会の中でそれを具現化していければなと思いますし、ぜひとも事務局ではそういった案を、きょうの委員の方々のご意見を踏まえて作成していただければなと思います。

(4)事業者・農業者アンケート調査について

　では、そういったことを踏まえまして、議事の４番目の事業者・農業者のアンケート調査について、今後の計画を含めて、事務局のほうから提案をお願いいたします。

○事務局　では、事業者・農業者アンケートの実施方針ということで、調査の予定を示しております。冒頭に申し上げましたように、事業者・農業者、２種類のアンケート調査を実施予定です。

　事業者につきましては、調査対象として、市内で事業を営んでいらっしゃる法人および個人概ね2000事業者ということで、国で今年度、事業所統計調査が実施予定になっておりますが、前回実施したときのリストをお借りできましたので、個人情報に触れないような取扱注意の情報として、2,000事業者、これは抽出ではなくて全数になります。厳密には千九百数十店舗になります。

　調査方法としましては、アンケート調査票についてご承認いただきましたら、印刷にかけて、8月10日前後に郵送を考えております。9月中旬前後までにご回答いただき、それから回収率を上げる意味からも、今回は訪問回収を予定しております。市からの委託ということで、失礼のないよう、事業所をすべて訪問させていただく予定になっております。この場を借りて恐縮ですが、ご周知をいただければ幸いに思います。

　それから、有効回収見込み率は参考値としまして、現在、基本構想の改定まで行っているところですが、第４次答申計画の実績が34％ですので、これを少しでも多く上回ることを目標にしたいと考えています。

　市内の農業者アンケート調査は、別に農業所管課のほうで農業を営まれている方の名簿をお持ちですので、そちらを対象としております。223だったと思いますが、これも事業者に対して、市内すべての世帯の方に郵送します。事業者と同様に、10日前後の郵送、それから訪問による回収と書いてありますが、実際には農業者の方を先に回らせていただきたいと考えております。
　それから、調査票の案ですが、和光市産業振興計画の策定に向けた事業意識調査というタイトルのものです。これが7ページ、実際は表紙がページカウントされておりませんので、４枚、8ページ目が事業者向けのアンケート調査票の案です。それから、その後、２枚、4ページ目が農業者アンケート調査票の案になります。最初のページにつきましては、それぞれご協力の依頼文になっておりまして、この調査票を直接訪問させた調査員に、お渡しくださいということでお願いをしています。

　事業者意識調査の中身についてですが、1ページ目から7ページ目に設問の案を掲載しております。1ページ目の一番上にありますように、各問いの後にかっこ書きをしていますが、このアンダーライン部分は、設問の意図を説明していますので、発送の段階では削除することになります。そして、第１部で事業所の概要についてということで、業種について、まず基礎的情報を把握します。これを必要に応じて、業種ごとの傾向などを分析するために、この情報を提供しております。それから資本金・年商、このあたりは事業所の経営規模、これはどちらを取るか微妙なところではございますが、財務的体力、あるいは売り上げのスキルなどを把握するために、設問としています。それから、本社の所在地が市内なのか市外なのか、それから営業年数がどの程度なのか、それを第1部の事業所の概要についてお尋ねしたいと思います。

　次に２ページ目は、事業所の従業員数についてお伺いします。その中で市内にお住まいの方の割合ということで、通勤を市外からされているのか、市内からされているのか、重要な情報を伺います。それから近年、いろいろな社会的問題になりました従業員の問題で、正社員の男性・女性、非正社員の男性・女性について、人数で記入していただき、これをもって即どのように施策に結び付けるかは議論があるところですが、基礎的情報とさせていただこうと思います。それから従業員数の充足感は、労働の需給バランスということで、人手不足なのか、人員過剰気味か適正なのか、そういったことを第２に聞きたいと思います。

　第３が立地場所・条件についてです。まず、町名を1から11までの該当するものに○を付けていただきます。それから立地場所に対する満足度を、満足されているのか、普通なのか、問題が多いのか、あるいは、その要素は、特にその事業を進める上で関連性を持っていないのか、それについて①から⑪まで、高速道路や幹線道路から始まって、顧客や消費者の集積についてお答えいただこうと考えています。⑪については、顧客消費者となると製造業の方は該当しませんので、このような注意書きを加えています。以下問12の業績の短期的推移、それから問13の直近の状況、問14、15で、店舗での商品数やサービス、販売されている場合、あるいは飲食店の場合の来店数に関しての状況をお尋ねします。問16では、今後の事業展開について、規模を拡大、現状維持、縮小・廃止などに関する現状、それから問17については、移転を考えておられる場合の移転先ですね。問18については、内部環境ということで、経営をされている上での問題、問19では、他企業との外部環境にかかわる問題についてお答えいただきます。

　第６部では、施策への要望ということで、制度融資を初めとする既存の施策に対しての利用・実績、それから支援審査として希望されるもの、そして新規事業を導入・拡大する上での行政に対する要望、それから実際にその方向性がどうあるのかをお尋ねします。これらにつきましては、選択肢というよりは、「強く望む」から「全くから必要ない」ものについて丸を付けていただくことで、その程度について把握させていただきます。

　問24が、理研インキュベーションプラザの認知度・利用実績、問25が企業市民認定制度に関する認知度と今後の予定ですね。それから、問26、27については、商業活性化にかかわるハード面、ソフト面それぞれについての要望・施策ということにしています。

　最後のページに、自由意見欄を設けまして、これらについては、記述式意見として、取りまとめて一覧表にしてご提示するものです。

　農業者意識調査につきましては、営農に従事している方の構成、売上高の推移・直近の状況、後継者に関する質問、それから営農をされていく上での問題点の状況、問題点がある場合のその理由、問6は営農継続意識の把握、問7が体験農園等に関する参加の御意向です。問7については、特に目玉となる可能性があるので、記述欄を設けています。それから、問8は、営農上の工夫や対策で、既に行われていることがあるかどうかについて丸を付けていただきます。そして、問9で、行政に対する要望としての具体的施策の要望は必要性が高いのか、普通なのか、必要ないと考えていらっしゃるのかの傾向を出していきたいと思います。最後に、自由意見欄を設けています。

　これらについてご承諾いただきましたが、なるべく早期に発送しまして、回答していただける時間を１日でも長く取りつつ、次回の委員会には一通りの事業者および農業者の意向を反映した形での構想案、そして実施計画のたたき台までお示ししたいと考えております。以上です。

○委員長　ありがとうございました。ただ今、事業者・農業者アンケートについての説明がありましたけれども、何かご質問・ご意見等ありますでしょうか。

○オブザーバー　第２部の問６の貴事業所の従業員数についてお伺いしますと、ここの要注意は従業員ゼロという企業もいます。従業員とは何か、定義を書かれたほうがいいですね。役員を除くとか、役員を全部含めたとか、従業員はゼロのところもありますよ。もし、そういう場合は、従業員のところにゼロと入れるか。そこのところを明確にしないと、小さな企業は、ここがいつも迷うところです。ここは確認しておけば、後々処理に困らないと思います。
○事務局　ありがとうございます。

○委員長　ありがとうございます。ほかの方、ご質問・ご意見等ありますでしょうか。特にございませんようでしたら、この場で、このアンケート調査の内容と発送・回収につきましてご承認していただけるかと思いますけれども、よろしいでしょうか。

○一同　はい。

○委員長　ありがとうございます。ご承認いただいたということで、この記述で送付・回収をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　最後に、次回の予定時期でございますけれども、次は、このアンケートの回収、分析結果を踏まえてということになりますので、大体10月の末から11月の初めぐらいを予定しておりますけれども、これは事務局のほうから何か提案はございますか。

○事務局　事務局は11月1日、もしくは11月2日を希望したいのですが、いかがでしょうか。

○委員長　事務局のほうから、具体的に提案がありましたけれども、まず11月1日はいかがでしょうか。時間はきょうと同じ13時30分と思いますけれども、ご都合の悪い方はいらっしゃいますか。特に、ご都合の悪い方はいらっしゃらないようなので、11月1日の13時30分ということで、次回、第３回委員会を開催したいと思います。

　こちらで用意しました議題はすべておわりましたけれども、委員の方々で何かございますか。事務局のほうは何かありますか。

○事務局　特にないです。

○委員長　以上をもちまして、第２回委員会を終了いたします。どうも本日はありがとうございました。

（以　上）
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